
令和５年１月６日　金曜日           
第362号1 増刊②

令
和
五
年
一
月
六
日

第
三
百
六
十
二
号

増

刊

②

　
　
　
　
規

則
（
第
一
号
）

○
福
岡
県
市
町
村
振
興
基
金
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
行
財
政
支
援
課
）
…
…
…
…
…
一

　
　
　
　
再
　
　
　
掲

○
福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
施
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

　

す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）
…
…
…
…
…
四

○
福
岡
県
の
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

　

改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）
…
…
…
…
…
四

○
単
純
な
労
務
に
雇
用
さ
れ
る
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の

　

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）
…
…
…
…
…
五

　

福
岡
県
市
町
村
振
興
基
金
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る

。
　
　

令
和
五
年
一
月
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

福
岡
県
規
則
第
一
号

　
　
　

福
岡
県
市
町
村
振
興
基
金
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
市
町
村
振
興
基
金
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
福
岡
県
規
則
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
十
条
を
第
二
十
一
条
と
し
、
第
十
九
条
を
第
二
十
条
と
し
、
第
十
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加

え
る
。

　

（
債
務
の
承
継
）

第
十
九
条　

市
町
村
等
が
貸
付
け
を
受
け
た
資
金
に
係
る
債
務
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
債
務
の
引

受
け
に
よ
る
承
継
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
承
継
に
よ
り
債
務
を
免
れ
る
市
町
村
等
及
び
当

該
承
継
に
よ
り
債
務
を
負
担
す
る
市
町
村
等
は
、
連
署
の
上
、
あ
ら
か
じ
め
市
町
村
振
興
資
金
債
務

承
継
承
認
申
請
書
（
様
式
第
十
六
号
）
を
知
事
に
提
出
し
て
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
２　

知
事
は
、
前
項
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
を
審
査
し
、
債
務
の
承
継
を
適
当
と
認
め

た
と
き
は
、
市
町
村
振
興
資
金
債
務
承
継
承
認
通
知
書
（
様
式
第
十
七
号
）
に
よ
り
通
知
す
る
。

　

様
式
第
十
五
号
（
そ
の
三
）
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。
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令和５年１月６日　金曜日 4第362号 増刊②
　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
施
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し

、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
四
年
十
二
月
二
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

山　

口　

幸　

雄　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
八
号

福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
施
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

　

福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
施
行
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
福
岡
県
人
事
委
員

会
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
十
八
条
第
一
号
中
「
百
分
の
百
九
十
」
を
「
百
分
の
二
百
」
に
、
「
百
分
の
二
百
三
十
」
を
「

百
分
の
二
百
四
十
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
百
分
の
九
十
」
を
「
百
分
の
九
十
五
」
に
、
「
百
分

の
百
十
」
を
「
百
分
の
百
十
五
」
に
改
め
る
。

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す

る
条
例
等
の
施
行
に
関
す
る
規
則
の
規
定
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
の
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制

定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
四
年
十
二
月
二
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

山　

口　

幸　

雄　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
九
号

　
　
　

福
岡
県
の
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

　
　
　

る
規
則

　

福
岡
県
の
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
福
岡
県
人
事

委
員
会
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
三
十
二
の
二
級
の
欄
中
「

28

28

29

29

29

29

30

30

30

30

31

31

31

31

32
」
を
「

27

27

28

28

28

28

29

29

29

30

30

30

31

31

31
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
三
十
四
の
二
級
の
欄
中
「

55

55

56

56

57

57

58

58

58

59

59

59

60

60

60

61
」
を
「

54

55

55

55

56

56

56

57

57

57

58

58

59

59

60

60
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
三
十
五
の
二
級
の
欄
中
「

48

48

49

49

50
」
を
「

47

48

48

48

49

」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
三
十
六
の
二
級
の
欄
中
「

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40
」
を
「

33

34

34

34

35

35

35

36

36

36

37

38

39
」
に
、
「
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46

47

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

53

54

54

54

55

55

55

56
」
を
「

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
三
十
七
の
二
級
の
欄
中
「

42

42

43

43

44

44

45

45

45

46

46

46

47

47

47

48
」
を
「

41

42

42

42

43

43

43

44

44

44

45

45

46

46

47

47
」

に
、

「
50

51

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60
」
を
「

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

58

59
」
に
改
め
る
。

附
　
則

　

（
施
行
期
日
等
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
福
岡
県
の
職
員
の
初
任
給

、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
令

和
四
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
新
た
に
給
料
表

の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
及
び
昇
給
又
は
復
職
時
等
に
お
け
る
号
給
の
調
整
以
外
の
事

由
に
よ
り
そ
の
受
け
る
号
給
に
異
動
の
あ
っ
た
職
員
の
う
ち
、
改
正
後
の
規
則
の
規
定
に
よ
る
号
給

が
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
福
岡
県
の
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則

（
以
下
「
改
正
前
の
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る
号
給
に
達
し
な
い
職
員
の
、
当
該
適
用
又

は
当
該
異
動
の
日
に
お
け
る
号
給
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
改
正
前

の
規
則
の
規
定
に
よ
る
号
給
と
す
る
も
の
と
す
る
。

３　

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
新
た
に
給
料
表
の

適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
及
び
昇
給
又
は
復
職
時
等
に
お
け
る
号
給
の
調
整
以
外
の
事
由

に
よ
り
そ
の
受
け
る
号
給
に
異
動
の
あ
っ
た
職
員
（
個
別
に
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
号
給
を
決

定
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
職
員
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
の

均
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
職
員
の
、
当
該
適
用
又
は
当
該
異
動
の
日
に
お
け
る
号
給
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

単
純
な
労
務
に
雇
用
さ
れ
る
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
四
年
十
二
月
二
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

福
岡
県
規
則
第
四
十
二
号

単
純
な
労
務
に
雇
用
さ
れ
る
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

単
純
な
労
務
に
雇
用
さ
れ
る
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
施
行
規
則
（
昭
和

三
十
二
年
福
岡
県
規
則
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

　
　

た
だ
し
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項

に
規
定
す
る
職
員
（
以
下
「
会
計
年
度
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
同
条
の
規
定
に
よ

り
採
用
さ
れ
た
日
の
属
す
る
年
度
の
四
月
一
日
に
お
い
て
施
行
さ
れ
て
い
る
労
務
職
給
料
表
を
適
用

し
、
同
法
第
二
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
臨
時
的
に
任
用
さ
れ
た
職
員
に
あ
つ
て
は
、
同
条
の
規

定
に
よ
り
任
用
さ
れ
た
日
の
属
す
る
年
度
の
四
月
一
日
に
お
い
て
施
行
さ
れ
て
い
る
労
務
職
給
料
表

を
適
用
す
る
。
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第
三
条
第
一
項
中
「
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
二
条
の
二

第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
（
以
下
「
会
計
年
度
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
」
を
「
会
計
年
度
任
用
職
員

」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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令和５年１月６日　金曜日 8第362号 増刊②



令和５年１月６日　金曜日9 第362号 増刊②



令和５年１月６日　金曜日 10第362号 増刊②



令和５年１月６日　金曜日11 第362号 増刊②
　

別
表
第
五
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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令和５年１月６日　金曜日13 第362号 増刊②



令和５年１月６日　金曜日 14第362号 増刊②

附
　
則

　

（
施
行
期
日
等
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
単
純
な
労
務
に
雇
用
さ
れ

る
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
施
行
規
則
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う

。
）
の
規
定
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　

（
給
与
の
内
払
）

２　

改
正
後
の
規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
単
純
な
労

務
に
雇
用
さ
れ
る
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
施
行
規
則
の
規
定
に
基
づ
い
て

支
給
さ
れ
た
給
与
は
、
改
正
後
の
規
則
の
規
定
に
よ
る
給
与
の
内
払
と
み
な
す
。

　

（
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
）

３　

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
福
岡
県
職
員
の

給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
一
号
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
例
に

よ
る
。


